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大地震への対策／対処を図解する
大地震への対策／対処と、避難から日常の生活へ復帰させるまでに関わる対処を、以下に紹介します。
※図中■の色の枠は各自の対策／対処を示しています。

何処で地震に遭うのか？場所によって対策／対処が違いますので、日頃から心掛けて下さい。

グリーンパークを例に、災害となった場合、地震直後の一時避難から生活の再建までに関わる主な事項（①～⑪）を時系列で
以下に紹介します。

（大地震の遭遇場所）

震度5強以上で公的な災害対策本部が設置される　※GPも震度5強で設置する

無防備で
遭遇する

自宅で遭う

外出している
場所で遭う

家財の地震対策／家の耐震対策

事前対策：各自の備蓄（7 ～ 10日分）

建物の被害を確認／
罹災証明書発行申請

一時避難場所へ避難する

避難先を考える

罹災証明書受領

再建（復旧／復興）

日常生活への復帰

自宅避難／避難所避難

建物の被害調査

建物被害の判定

建物の応急危険度判定

罹災証明書発行

各自、瞬時の防御が必要

（対策／対処）
事前
対策

対処

※死の多くは圧死、特に家の倒壊などで柱・梁・家具に圧迫
される窒息への対処（家具等の転倒防止策）が必要になる

※住民は、管理組合の調査結果から自宅避難するか、
避難所へ避難する。

　自主防災隊が避難先を記録・管理する。

※避難所は避難者で運営して生活します。※公的支援が来るまでの被災生活の必需品です。避難所へ行く場合、数日分を持って行くこと。

※罹災証明書：公的なお金の支援を受
けるために必要です（市へ申請する）

※市が実施する。これにより公的支援
の額が決まる。

※GPの場合、棟を再建するには、各々の棟の区分所有者が話し合って4 ／ 5の賛成（区
分所有法の第64条や災害時の特例を参照下さい）が必要です。

　従って、区分所有者全員を集める必要がありますので、仮住まいに移る／移った祭
は、必ずその連絡先を管理組合に届け、連絡が着くようにしておくことが必須です。

※市が発行する

※地震直後、管理組合が建物・ライフラインの被害の有無を調査し、一時避難場所
の住民へ居住の可／否を周知する

事前対策：非常持出し（1～2日分の災害対策用品）の準備
　※非常持出しを持って、避難訓練の手順に沿って行動する

被災生活場所：自宅／避難所／他
※避難所は避難者が退去した場合、閉鎖される。
　他とは、自宅・避難所以外に確保した生活場所のこと

生活必需品の公的支援✚

再建資金の調達：自己資金／借入金

✚ 地震保険（事前準備）✚ 再建への公的支援
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